
許可期間延長におけるシステム改修による手続きの変更点

○ 一定の要件を満たす優良事業者を対象とした許可期間延長（平成31年4月1日運用開始）に
ついて、 申請者向けのシステム改修を行います。９月２４日より、以下のとおりとなります。
※一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する車両の申請方法はこれまでどおり、申請窓口にご連絡ください。

①システムにおける許可期間の選択

（従前） 許可期間が最大２年までしか選択できない

（今後） 許可期間は２年を超える期間の選択が可能
（最大４年）

②添付資料について

（従前） 許可期間を延長する申請が可能である旨のメッセージが表示された
「申請書作成状況一覧画面」の画面キャプチャの提出が必要

（今後） 画面キャプチャの提出は不要
※「Gマーク認定証の写し」は引き続き添付が必要

その他、許可期間延長に関する手続きについては、マニュアル等をご覧下さい

許可期間は４年まで設定可能
となります

提出不要


